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１．はじめに 
 

最新技術に対して特許による保護を受けるために、発明が非自明であることが求められます。

クレーム発明が進歩性を有するか否かの認定は、軽微な普通の改良が特許付与されることを未然

に防止すると共に、より多くのインセンティブな基礎研究を奨励することを意図しています。 

 

進歩性は、それゆえ、発明が、最新技術を遥かに超えている程度を計るものであるとも言えま

す。但し、進歩性は、人間の知恵が発明を創造することに実際に関与していたか否かを認定する

ものではありません。このことは、予想外の発見に対して特許が付与され得るという事実からも

明らかです。上記の認定は、仮説に基づいて問うことであり、具体的には、特許出願がファイル

された時点で、当業者にとって発明が自明であったであろうか否かを問うことです。 

 

EPO における進歩性に関し、Article 56 EPCは、次のように規定しています。 

「技術水準を考慮して、発明が当業者にとって自明でない場合、その発明は進歩性を有するも

のとみなされる。」 

また、EPC Rule 27(1)は、次のように規定しています。 

｢技術的課題とその解決が理解されるように、発明は記載されていなければならない。｣ 

 

上記規定によれば、進歩性の基準に関し、文言上は明瞭ですが、EPO における実際の適用は、

明瞭からはほど遠い感があります。このような状況に加えて、最近、AI（"Artificial Intelligence"：

コンピュータにおいてインテリジェント挙動（"intelligent behavior"）をシミュレートするコンピュータ

サイエンスの一部門を占める。）を利用した特許出願が、EPO にファイルされています。AI を利

用した発明は、人間ではないものによる発案物であることも珍しくありません。 
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第四次産業革命から生じる発明に対して、進歩性の判断の際に問題になることが予想される

「当業者」の基準について、以下に説明します。 
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